
△△事業所 横浜市移動支援事業 運営規程
（事業の目的）

第1条 特定非営利活動法人 ○○ が運営する △△事業所（以下「事業所」という。）が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）に基づく地域生活支援事業のうち、移動支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者又は障害児（以下「利用者」という。）に対し、適正な移動支援サービスを提供することを目的とする。

（運営の方針）

第２条 　事業所が実施する事業は、屋外での移動が困難な利用者が地域における自立生活及び社会参加を促すよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、社会生活上必要不可欠な外出等における移動の介護を適切に行うものとする。
２　事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

３　事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、横浜市、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

４　事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。

（事業所の名称等）

第３条 　事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

（１）名称　　△△事業所
（２）所在地　○区○○○１－１
（職員の職種、員数及び職務内容）

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

（１）管理者　１名（常勤職員）

　　　管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

（２）サービス提供責任者　○名（常勤職員）

　　サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援サービスの利用申込に係る調整、事業所の従業者等に対する技術指導を行うほか、移動支援計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。

（３）従業者　　○名（常勤職員　○名、非常勤職員　○名）

　　　従業者は、移動支援計画に基づき、移動支援サービスの提供にあたる。

（４）事務職員　○名　（常勤職員　○名、非常勤職員　○名）
　　　事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。

（営業日及び営業時間等）

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

（１）営業日　　月曜日から金曜日（祝日を除く）
（２）営業時間　9:00～17:30
（３）上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。

（４）年間の休日　土日祝日、年末年始（12月29日～１月３日）
（主たる対象者）*主たる対象者を特定しない場合は省略
第６条　事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
（１）移動介護

　　ア　身体障害者（肢体不自由者）
イ　知的障害者

ウ　障害児（18歳未満の身体障害者、知的障害者）

エ　精神障害者（18歳未満の者を含む）
オ　アに準ずる難病等対象者（18歳未満の者を含む）
（２）通学通所支援
　　ア　身体障害者（肢体不自由者、視覚障害者）
イ　知的障害者

ウ　障害児（18歳未満の身体障害者、知的障害者）

エ　精神障害者（18歳未満の者を含む）
オ　アに準ずる難病等対象者（18歳未満の者を含む）
（事業の内容）

第７条　事業所が提供する事業の内容は次のとおりとする。

（１）移動支援計画の作成

（２）移動支援事業に関する内容

ア　移動介護

１日で用務を終える範囲内の、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇等の社会参加のための外出における支援
イ　通学通所支援(乗降介助※・自立支援加算※を含む)※実施する場合は該当するものを記載
特別支援学校・養護学校への登下校支援、生活介護等の日中活動系サービス事業所等への通所支援
（３）生活等に関する相談対応及び助言
（費用の額及び代理受領）
第8条 事業所が移動支援サービスを提供した場合の費用の額は、横浜市障害者移動支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定める基準によるものとする。

２　事業所は、横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則（以下「規則」という。）に基づき、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者（以下、「支給決定障害者等」という。）から地域生活支援サービス費の受領についての委任を受け、横浜市から利用料（利用者負担額を除いた額）の支払を受けるものとする。

（支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用の額等）
第9条 事業所は、移動支援サービスを提供した際は、支給決定障害者等から、横浜市が定める利用者負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

２　事業所は、規則に定める代理受領を行わない移動支援サービスを提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、これに係るサービス費用の額を支給決定障害者等から徴収することができる。
３　事業所は、次条に定める通常の事業の実施地域を越えて事業を行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を、支給決定障害者等から受けることができるものとする。
４　事業所は、移動支援サービス又はその他サービスの提供に要した費用について、その支払を受けた場合は、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。
５　事業所は、第２項及び第３項のサービス提供にあたっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
（通常の事業の実施地域）

第10条　通常の事業の実施地域は、横浜市○○区、○○区、○○区の区域とする。 

（緊急時等における対応）
第11条　従業者は、移動支援サービスの提供中に、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者又はサービス提供責任者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
２　従業者は、利用者に対する移動支援サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者を担当する区の福祉保健センター、当該利用者の家族等に連絡するとともに、管理者又はサービス提供責任者に報告し、必要な措置を講じるものとする。
３　事業所は、利用者に対する移動支援サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
（苦情解決）

第12条　事業所は、提供した移動支援サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

２　事業所は、提供した移動支援サービスに関し、規則の定めるところにより横浜市が行う文書その他物件の提示若しくは提出の求め又は横浜市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して横浜市が行う調査に協力するとともに、横浜市から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

３　事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

（虐待の防止のための措置に関する事項）

第13条　事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

（個人情報の保護）

第14条　事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとする。

２　事業所が得た利用者の個人情報については、事業所における移動支援サービスの提供以外の目的では原則として利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

（その他運営に関する重要事項）

第15条　事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

（１） 採用時研修　　採用後○か月以内

（2） 継続研修　　　年○回
２　従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

３　従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

４　事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から５年間保存しなければならない。

５　この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人○○ と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成18年10月１日から施行する。

この規程は、平成22年４月１日から施行する。

この規程は、平成25年４月１日から施行する。
この規程は、平成27年４月１日から施行する。

特定非営利活動法人　○○

障害者移動支援サービス利用契約書

　　　　　　　　（以下「利用者」という。）が、特定非営利活動法人○○ △△事業所（以下「事業者」という。）の提供する移動支援サービスを受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次の通り契約（以下「本契約」という。）を締結します。

第　１　章　　総　　則

（契約の目的）

第１条　この契約は、利用者が社会生活上必要な外出等ができるよう、事業者が利用者に対して移動支援サービスを適切に提供し、またその費用の徴収を行うことについて定めます。

（契約期間）

第２条　この契約の契約期間は、平成　　年　　月　　日から利用者の支給決定期間終了日までとします。
２　契約期間満了１か月前までに、利用者又は事業者から特に申し出がない場合、かつ利用者の支給決定期間終了後に改めて支給決定された場合には、この契約は自動的に更新するものとし、以後同様とします。
第　２　章　　移動支援計画

（移動支援計画の作成）

第３条　サービス提供責任者は、利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえた上で、移動支援サービスの目標、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を盛り込んだ移動支援計画を、本契約締結の日から７日以内に作成します。
２　移動支援計画については、１年に１度定期的に見直す他、必要に応じて見直します。

３　移動支援計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者及びその同居の家族に説明し、同意を得るものとします。
（移動支援サービスの内容）　

第４条　事業者は、前条に定める移動支援計画及び本契約に基づいて、利用者に次の内容のサービスを提供します。

（1） 移動介護
１日で用務を終える範囲内の、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇等の社会参加のための外出
（2） 通学通所支援(乗降介助※・自立支援加算※を含む)※実施する場合は該当するものを記載
特別支援学校・養護学校への登下校支援、生活介護等の日中活動系サービス事業所等への通所支援

第　３　章　　利用料金

（利用料金）

第5条 　事業者は、移動支援サービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。

２　事業者は、移動支援サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、横浜市障害者移動支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）に基づく基準によるものとします。

３　利用者は、移動支援サービスの対価として、利用者負担額の月ごとの合計金額を、横浜市が定める利用者負担上限月額の範囲内において、事業者に支払うものとします。
４　利用者は、本人の希望による前条以外のサービス（以下「その他サービス」という。）提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金の月ごとの合計金額を、事業者に支払うものとします。
（利用料金の代理受領）

第６条　事業者は、横浜市が定める規則に基づき、利用者からの代理受領について委任を受け、横浜市から利用料金の支払を受けるものとします。

（利用料金の支払等）

第7条 事業者は、当月の利用者負担額及びその他サービスの利用料金合計額の請求書を、原則として翌月末日までに利用者に送付するものとします。

２　利用者は、前項により請求があった当月の利用者負担額及びその他サービスの利用料金合計額を、翌々月○○日までに支払うものとします。

３　事業者は、利用者から利用者負担額及びその他サービスの利用料金合計額の支払を受けたときには、利用者に領収証を発行します。

第　４　章　　事業者の義務

（サービス提供の記録）

第8条 事業者は、毎回サービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。

２　事業者は、移動支援サービスの提供に関する諸記録を作成し、サービス提供の日から５年間保存します。

３　利用者は、事業者の営業時間内に、その運営する事業所内において、当該利用者に関する前項に定める諸記録を閲覧できます。
４　利用者は、第２項に定める当該利用者に関する諸記録について、複写物の交付を受けることができます。

（サービスの中止）

第9条 利用者は、事業者に対して、サービス提供の前日○○：○○までに通知することにより、利用料金等を負担することなくサービス利用を中止することができます。

（守秘義務）

第10条　事業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を、第三者に漏らさない義務を負うものとします。

２　事業者は、従業者が退職後においても、在職中知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。

（身分証明書携行義務）

第11条　サービスを提供する従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示するものとします。

第　５　章　　損害賠償

（損害賠償）

第12条　事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
２　事業者は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。

３　利用者は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は原状に復する責務を負うものとします。なお、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。

第　６　章　　契約の終了

（契約の終了事由）
第13条　利用者又は事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
　（１）利用者が死亡した場合。

　（２）要綱に基づく移動支援サービスが必要ないと決定された場合。

　（３）事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない理由により、本契約に基づくサービスを実施する事業所を閉鎖した場合。

　（４）事業者の滅失や重大な毀損により、移動支援サービスの提供が不可能になった場合。

　（５）事業者が移動支援サービス事業者の登録を取り消された場合又は登録を辞退した場合。

（６）第14条もしくは第15条に基づき本契約が解除された場合。

（利用者からの契約解除）

第14条　利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
　（１）事業者が正当な理由なく移動支援サービスを提供しない場合。

　（２）事業者が第10条に定める守秘義務に違反した場合。

　（３）事業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたとき、又は著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合。

（事業者からの契約解除）

第15条　事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をもって文書で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合、文書で通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
　（１）利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事由を生じさせた場合。

　（２）第５条に基づき利用者が事業者に支払うべき移動支援サービスの利用料金を３か月以上滞納し、相当の期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払がない場合。

第　７　章　　その他

（苦情解決）
第16条　事業者は、提供した移動支援サービスに関する利用者等からの苦情に対して、
苦情を受け付ける窓口等を設置し、適切に対処するものとします。

２　事業者は、利用者又は法定代理人等が苦情を申し立てた場合、これを理由とする不当な扱いは一切しないものとします。

（身元引受人）
第17条　事業者は、利用者に対し、法定代理人を選定するまでの間、身元引受人を求めるものとします。ただし、社会通念上、これができない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。

２　身元引受人は、利用者が本契約に基づき債務を負うときは、利用者とともにその履行責任を負うものとします。
３　身元引受人は、前項の義務のほか、次の各号の責任を負うものとします。

　（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように事業者に協力すること。

　（２）第13条第２号以下の各号のいずれかに該当して契約が終了した場合、事業者と連携して、利用者の状態に応じた適切な受入れ先確保に努めること。
　（３）利用者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留金品の処理その他必要な措置を講じること。

（協議事項）

第18条　本契約に定められていない事項については、事業者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。

　上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者若しくは法定代理人又は利用者及び身元引受人と事業者が記名押印の上、各１通を保有するものとします。
平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　利用者　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

　　　　　　　　　法定代理人　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（　　　　　）　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　身元引取人　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　事業者　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

契約書別紙
この契約書別紙は、本契約の条項に基づき、利用者個別の事項を定めます。
１　提供するサービスの内容

	日/曜日
	時間帯
	類型
	内容
	制度対象

	/
	～
	
	
	

	/
	～
	
	
	

	/
	～
	
	
	

	/
	～
	
	
	


２　利用料金

　お支払いいただく利用者負担額は、移動支援サービスに要した費用の額の　　　割となります。なお、負担額の上限は、月　　　　　　　円です。

	そ　の　他　必　要　な　料　金

	車両移送費
	事業者が所有する車を利用する場合、運賃（○○円/○○km）

	ヘルパー交通費
	通常の事業実施地域以外でのサービスご利用の場合、実費
※自動車での訪問の場合はガソリン代（○○円/○○km）

	取消し料
	○○円

※やむを得ない理由がある場合を除き、サービス利用前日の○○:○○までに申し出なく、サービスの利用を中止又は変更した場合

※当日現地で中止した場合、上記に加えてヘルパー交通費

	その他
	移動支援サービスの提供中に、ヘルパーに公共交通機関利用料のほか、入場料、○○円を超える食費等が必要な場合、実費


　　　　　　事業者　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　名称                                          
                              代表者氏名                                      印  
上記の内容について説明を受け、同意しました。

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　利　用　者　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　法定代理人　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（　　　　　）　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 
　　　　　　　　　身元引取人　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　印

特定非営利活動法人　○○
障害者移動支援サービス重要事項説明書

この重要事項説明書は、横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則及び横浜市障害者移動支援事業実施要綱に基づき、文書により説明を行うものです。
１　事業者の概要
	事業者の名称
	

	法人種別
	

	事業者の所在地
	

	代表者名
	

	電話番号/FAX番号
	

	認可年月日/認可番号
	


２　事業の目的と運営の方針

	事業所番号
	

	事業所の名称
	

	事業所の所在地
	

	事業開始年月日
	

	事業の種類
	

	主たる対象者
	

	事業の目的
	

	運営方針
	

	管理者名
	

	電話番号/FAX番号
	

	電子メール
	

	ホームページ
	

	サービス提供地域
	

	サービス提供日
	

	サービス提供時間帯
	


３　職員体制

	職種
	職員数
	常勤
	非常勤
	常勤換算

	管理者
	
	
	
	

	サービス提供責任者
	
	
	
	

	ヘルパー
	
	
	
	


４　サービス内容
（１）移動介護

１日で用務を終える範囲内の、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇等の社会参加のための外出における支援を行います。
（２）通学通所支援(乗降介助※・自立支援加算※を含む)※実施する場合は該当するものを記載
特別支援学校・養護学校への登下校支援、生活介護等の日中活動系サービス事業所等への通所支援

※各サービスともに、公序良俗に反する目的に係る外出、宗教・政治的活動に係る外出、通勤・営業活動等の経済的活動に係る外出、通所・通学を除く通年かつ長期にわたる外出、その他社会通念上本制度を適用することが適当でないと認められる外出における支援は提供しません。
５　利用料金

（1） 利用者負担額

上記サービスの利用に対しては、横浜市障害者移動支援事業実施要綱に基づく移動支援サービス事業費が支給され、事業者が代理受領いたしますので、利用者は支払決定明細兼負担額通知書の記載内容に基づいた請求書により、ご利用者負担額をお支払いいただきます。

※事業者が利用者に代わり横浜市から受領した移動支援サービス費等の額については、ご利用者に通知します。

（2） サービス利用に係る実費負担額
サービス提供に要する下記費用は、横浜市障害者移動支援事業実施要綱に基づく移動支援サービスの対象ではありませんので、実費を頂きます。

	項目
	説明

	①車両移送費
	事業者が所有する車を利用する場合、別途運賃（○○円/○○km）をお支払いいただきます。

	②ヘルパー交通費
	　通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、サービスを利用される場合は、ヘルパーが訪問するための交通費をお支払いいただきます。
※自動車での訪問の場合はガソリン代（○○円/○○km）

	③その他
	　サービス提供中に、ヘルパーに公共交通機関利用料、入場料、○○円を超える食費等が必要な場合は、サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。


（3） ご利用者負担額及び実費負担額のお支払方法

上記（１）及び（２）①、②の料金・費用は、１か月ごとに集計してご請求しますので、翌々月○○日までに、以下のいずれかの方法でお支払いください。
ア　現金
イ　下記指定口座への入金
○○銀行　○○支店　普通預金○○○○　特定非営利活動法人○○
（４）ご利用の中止、変更について

ア　ご利用者のご都合により、移動支援計画で定めたサービスの利用を事前に中止又は変更することができます。この場合、サービス実施日の前日○○：○○までに事業者に申し出てください。
イ　やむを得ない理由がある場合を除き、サービス実施日の前日○○：○○までに申し出なく、サービスの利用を中止又は変更した場合は、取消し料をご負担いただく場合があります。
ウ　サービスの変更・追加は、ヘルパーの稼動状況により、ご利用者が希望する時間にサービスが提供できないことがあります。その場合、他の利用可能日時をご利用者に提示するほか、必要な調整をいたします。

６　サービスの利用方法

（１）横浜市障害者移動支援事業実施要綱に基づく移動支援事業支給決定を受けた方で、本事業所のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。サービス提供に係る重要事項についてご説明します。
（２）サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成して､サービスの提供を行います｡ご利用者の体調等の理由により、移動支援計画で予定されていたサービスが実施できない場合には､ご利用者の同意を得てサービス内容を変更します｡　ただし、利用前日の〇〇時までの取消しは無料で行いますが、それ以降は取消し料として〇〇円をご負担いただきます。さらに当日現地で中止の場合は、ヘルパーの交通費を実費負担していただきます。
（３）適切なサービスを提供するために、同意を頂いた上で、ご利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用情報を活用させていただくことがあります。
（４）外出時の万が一の事故に備えて、第三者損害賠償保険にご加入をお願いします。
７　受給者証の確認

支給決定期間の更新や、「住所」「利用者負担上限額」「支給量」等の記載内容の変更があった場合などで、新たに受給者証が発行された場合は、速やかに事業所にお知らせください｡また、ヘルパーやサービス提供責任者が、受給者証の確認をさせていただきたい旨申し出た場合は、ご提示くださいますようお願いします｡
８　サービス実施の記録について

（１）サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容等を記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に間違いやご意見がありましたら、いつでもお申し出ください。なお、移動支援計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日から５年間保存します。
（２）利用者の記録や情報の管理､開示について
本事業所では､ご利用者の記録や情報を適切に管理し､ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。
９　この契約に関する苦情・相談窓口

　当事業所ご利用相談・苦情窓口

	担当者
	

	電話番号
	

	受付時間
	


　　なお、当事業所では苦情対応について独自の取り組みを行っています。

	　




　当事業所以外に、横浜市の相談・苦情窓口等でも受け付けています。　
	担当部署
	横浜市健康福祉局相談調整課（横浜市福祉調整委員会事務局）

	電話番号
	０４５-６７１-４０４５

	受付時間
	月～金（祝日・年末年始は除く）

午前８時４５分～１２時・午後１時～午後５時


　また、神奈川県社会福祉協議会に設置された「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」においても区市町村や県と連携しながら苦情対応を行っています。　
	担当部署
	神奈川県社会福祉協議会

かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局

	電話番号
	０４５-３１７-２２００

	受付時間
	月～金（祝日・年末年始は除く）　午前９時～午後５時


10　緊急時の連絡

サービス提供中にご利用者の容態に急変があった場合は､主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか､ご家族が不在の場合等､必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかに連絡します。
【主治医】
	医療機関名
	

	住所
	

	電話番号
	

	主治医氏名
	


【ご家族緊急連絡先】
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄

	住所
	

	電話番号
	


上記重要事項について説明しました。
平成　　　　年　　　　月　　　　日

事業者　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称                                    印 
                              　　　説明者                                    印 

上記重要事項の説明を受け、同意しました。
平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　利用者　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

　　　　　　　　　法定代理人　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（　　　　　）　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
　　　　　　　　　身元引取人　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
身分証明書見本



個人情報の提供に係る同意書

私の個人情報については、次に記載するところに対し、必要最小限の範囲内で提供することに同意します。


　　　　１　提供する事業者等と提供する範囲

　　　　①　○○ヘルパー事業所　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　②　○○生活介護事業所　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　③　○○医院　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　④　別居する家族　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○に関する情報

　　　　　　　　（＊記載例＊　健康面に関する情報、金銭面に関する情報）

　　　

　　　　２　提供する期間

　　　　　　平成○○年○○年○○日から平成○○年○○月○○日

　　　　　※ただし、障害者移動支援サービス利用契約期間の更新に伴って

自動更新するものとする
平成○○年○○月○○日
事業所　特定非営利活動法人○○　△△事業所
代表者　○○○○　宛

　　　　　　　　　【利　用　者】住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　【法定代理人】住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　【身元引受人】住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
移動支援計画

平成○○年○○月○○日　サービス提供責任者 氏名○○　○○
	氏名
	○○　○○　様

	住所
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

	緊急

連絡先
	氏名

ＴＥＬ

	援助の目標
	

	ｻｰﾋﾞｽの具体的内容
	

	
	月
	火
	水
	木
	金
	土
	日
	所要時間等

	6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00
	
	
	
	
	
	
	
	

	備考（ウィークリープラン以外を記載）
＊記載例＊

　月に２回　○曜日　○○:○○～○○:○○（行き先：○○）

	この計画について説明を受け、同意しました。

平成○○年○○月○○日　　　　　　　　利用者　　　　　　　　　　　　　　印


特定非営利活動法人○○　△△事業所
移動支援事業　自立通学通所支援計画書（記入例）
　　　計画日：平成２５年９月１日
サービス提供責任者 氏名　支援　太郎
	氏名
	横浜　花子　様
	受給者番号　０１２３４５６７８９

	住所
	〒２３１－００１７　横浜市中区港町１－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０４５－６７１－２４０１

	緊急

連絡先
	氏名　横浜　一郎　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

	通学通所

先
	　○○特別支援学校　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

	通学通所径路
	自宅～徒歩（10分）～ＪＲ○○駅====３駅=====ＪＲ○○駅～徒歩（15分）～通学先

	援助の
目標
	平成26年3月31日までに、○○特別支援学校まで自力で登下校ができるようになる

	現在の

阻害要件
	・駅改札に定期をタッチして通るのが出来る時と出来ない時がある。

・家から乗車駅までと、降車駅から学校までの径路がわからず、迷ってしまう。

・降車駅を正確に覚えておらず、不安がある。

・コンビニ等へのこだわりが強く、径路にコンビニ等があると入ってしまう。・

	具体的
支援内容
	項目
	具体的目標
	支援内容
（支援期間見込みを記入）

	
	１
	自宅から駅までの道順を覚える
	駅までの目印を確認しながら歩く。

	
	２
	駅改札口で定期券をタッチすることを覚える
	改札でのタッチを習慣付ける

（①②所要２か月）

	
	３
	降車駅を覚える
	降車駅の名前を覚える（所要２か月）

	
	４
	駅から学校までの道順（コンビニの無いルート）を覚える。


	学校までの目印を確認しながら歩く（所要２か月）。コンビニ等、こだわりの発生するルートを通らない。

	
	月
	火
	水
	木
	金
	土
	日
	所要時間等

	支援時間
	8:00～9:00

登校支援
15:00～16:00
下校支援
	


	
	
	
	
	
	60分
60分

	備考

　月に一度通院しており、学校を休んでいる。
	支援担当者

　支援二郎、支援はなこ

	この計画について説明を受け、同意しました。

平成○○年○○月○○日　　　　　　　　　　　　　　利用者　　　　　　　　　　　　　　印


特定非営利活動法人○○　△△事業所

（記入例）
　　移動支援事業　自立通学通所支援【検証報告書】 
検証日：平成２５年１月１日【実施後３ヵ月目】
サービス提供責任者 氏名　支援　太郎
	氏名
	横浜　花子　様
	受給者番号　０１２３４５６７８９

	援助の
目標
	平成26年3月31日までに、○○特別支援学校まで自力で登下校ができるようになる

	通学通所

先
	　○○特別支援学校　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

	通学通所径路
	自宅～徒歩（10分）～ＪＲ○○駅====３駅=====ＪＲ○○駅～徒歩（15分）～通学先

	具体的
支援内容
	項目
	具体的目標
	検証結果

（目標達成時期を記入）
	自立の有無・

今後の支援計画

	
	１
	自宅から駅までの道順を覚える
	道順を覚え、一人で駅まで行けるようになった（実施後1か月目）
	自立済

	
	２
	駅改札口で定期券をタッチすることを覚える
	タッチの習慣は付き始めているが、定期を入れた場所を忘れ、パニックとなることがある。
	定期を入れる場所を固定し、確認の習慣づけを行う。（所要２か月）

	
	３
	降車駅を覚える


	降車駅の名前を覚えた（実施後２か月目）


	自立済

	
	４
	駅から学校までの道順を覚える


	道順を覚えて、一人で駅まで行けるようになったが、コンビニのあるルートを通ろうとしてしまう。
	コンビニの無いルートを通る支援を引き続き行う（所要３か月）

	本人の

状況変化等
	ヘルパーの支援によって、大体の道順や降車駅などを覚えることができ、本人の不安が減少し、一人で通学することに自身が出てきた様子。一部、ヘルパーに頼る行動がみられることもあるが、自立への意志は強い。

	自立支援継続の

必要性
	まだ全ての径路を完璧に覚えきれていないのと、持ち物の確認やこだわりへの対応について引き続き工夫が必要なため、決定期間終了まで支援の継続が必要。決定期間終了までには自立通学できる見込み。

	備考
	支援担当者

　横浜　二郎、横浜はなこ

	この検証結果について説明を受け、同意しました。

平成○○年○○月○○日　　　　　　　　利用者　　　　　　　　　　　　　　印


特定非営利活動法人○○　△△事業所
※支援計画書及び検証報告書については、必要に応じて書式の変更が可能ですが、最低限上記の項目内容が含まれたものとしてください。
記載例（横浜市移動支援事業運営規程）


横浜市外の事業を行う場合は，文言に変更が必要です。青字の部分にご注意ください。


赤字の部分は、事業所の運営実態に合わせて変更してください。














記載例（横浜市移動支援事業契約書）


横浜市外の事業を行う場合は，文言に変更が必要です。青字の部分にご注意ください。


赤字の部分は、事業所の運営実態に合わせて変更してください。








参考





Ｎｏ．○○○○○


△△事業所


事業所番号○○○○○○○○○


氏名 ○○ ○○


上記の者は、特定非営利活動法人○○の従業者であることを証明する。





特定非営利活動法人○○ 理事長 ○○○○　 　　印 











写真








参考





参考








